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(57)【要約】
【課題】浴槽排水を受入室内に接線方向に導入して旋回
させる排水トラップにおいて、受入室内の上部における
旋回流の流速を増大させることができる排水トラップを
提供する。
【解決手段】浴槽排水は、浴槽排水流入口１２、ダクト
部１４、導入口２２から受入室２０内に接線方向に導入
され、受入室２０内に旋回流を形成する。ヘアキャッチ
ャー３７が旋回流で洗浄されると共に、毛髪などが中心
に集められる。導入口２２は受入室２０の周壁２１の上
部に設けられているので、受入室２０内の上部の旋回流
が強力となる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　洗い場排水が受入口から流入する受入室と、
　該受入口に配置されたヘアキャッチャーと、
　該受入室を囲む周壁に設けられた導入口と、
　該導入口に連通した浴槽排水流入口と、
　該受入室の下部に設けられた排出口と、
　該排出口に連通した流出口と
を備え、該導入口から受入室内に浴槽排水が接線方向に流入し、受入室に旋回流が形成さ
れる浴槽及び洗い場用の排水トラップにおいて、
　該導入口は該受入室の上部に設けられていることを特徴とする排水トラップ。
【請求項２】
　請求項１において、前記導入口は前記周壁の周方向に延在していることを特徴とする排
水トラップ。
【請求項３】
　請求項１又は２において、前記導入口と浴槽排水流入口とを連通する浴槽排水用の流路
が前記受入室に対し略接線方向に延在していることを特徴とする排水トラップ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、浴槽及び洗い場用の排水トラップに係り、特に洗い場排水を受け入れる受入
室を有する排水トラップにおいて、浴槽排水を受入室内に接線方向に流入させて旋回させ
る排水トラップに関する。
【背景技術】
【０００２】
　洗い場排水を受け入れる受入室を有する排水トラップにおいて、該浴槽排水を受入室内
に接線方向に流入させて該受入室内に旋回流を形成するよう構成した排水トラップが特開
２０１０－５９７６９号公報に記載されている。このトラップの洗い場排水受入口には、
上方が開放したカゴ（篭）状のヘアキャッチャーが着脱自在に装着されている。
【０００３】
　浴槽排水がトラップ内に流入し、トラップ内の水位が上昇して旋回流が形成されると、
このヘアキャッチャーが旋回流に浸漬され、ヘアキャッチャー内の毛髪などのゴミがヘア
キャッチャーの中心に集められる。これにより、ゴミを摘んで捨てることができるように
なると共に、ヘアキャッチャーの内外面が旋回流に浸漬されて浄化され、ヌメリ等が除去
されるという作用効果が奏される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－５９７６９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記特許文献１の排水トラップにあっては、浴槽排水を受入室に接線方向に導入するた
めの導入口が受入室の内周面の上下方向に長く形成されているので、旋回流が受入室内の
全域に形成される。ところが、ヘアキャッチャーに接する旋回流は受入室内の上部の旋回
流のみであるので、受入室内下部の旋回流は上記の作用効果に寄与しない。
【０００６】
　本発明は、浴槽排水を受入室内に接線方向に導入して旋回させる排水トラップにおいて
、受入室内の上部における旋回流の流速を増大させることができる排水トラップを提供す
ることを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００７】
　請求項１の排水トラップは、洗い場排水が受入口から流入する受入室と、該受入口に配
置されたヘアキャッチャーと、該受入室を囲む周壁に設けられた導入口と、該導入口に連
通した浴槽排水流入口と、該受入室の下部に設けられた排出口と、該排出口に連通した流
出口とを備え、該導入口から受入室内に浴槽排水が接線方向に流入し、受入室に旋回流が
形成される浴槽及び洗い場用の排水トラップにおいて、該導入口は該受入室の上部に設け
られていることを特徴とするものである。
【０００８】
　請求項２の排水トラップは、請求項１において、前記導入口は前記周壁の周方向に延在
していることを特徴とするものである。
【０００９】
　請求項３の排水トラップは、請求項１又は２において、前記導入口と浴槽排水流入口と
を連通する浴槽排水用の流路が前記受入室に対し略接線方向に延在していることを特徴と
するものである。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の排水トラップにあっては、受入室の周壁の上部に流入口を設けているので、浴
槽排水は受入室の上部に接線方向に流入し、受入室の上部に強力な旋回流が形成される。
これにより、ヘアキャッチャー内の毛髪などのゴミがヘアキャッチャーの中心に効率よく
集められる。また、ヘアキャッチャーの内外面が強い旋回流に浸漬されて強力に浄化され
、ヌメリ等が除去される。
【００１１】
　また、導入口が受入室の上部に設けられているので、洗い場排水量が多いときでも浴槽
排水流入口への逆流が防止される。
【００１２】
　なお、浴槽排水流入口からの浴槽排水を受入室に導くための流路が受入室に対し略接線
方向に延在していると、導入口から受入室に流入する浴槽排水の流速が増大する。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】実施の形態に係る排水トラップの斜視図である。
【図２】図１の排水トラップの長手方向の縦断面図である。
【図３】図２のIII－III線断面図である。
【図４】図１の排水トラップの断面斜視図である。
【図５】排水トラップの別の実施の形態を示す断面図である。
【図６】排水トラップの別の実施の形態を示す断面図である。
【図７】実施の形態に係る排水トラップを備えた浴室の概略的な斜視図である。
【図８】異なる実施の形態を示す断面図である。
【図９】異なる実施の形態を示す断面図である。
【図１０】異なる実施の形態を示す断面図である。
【図１１】異なる実施の形態を示す断面図である。
【図１２】別の実施の形態に係る排水トラップの断面斜視図である。
【図１３】別の実施の形態に係る排水トラップの断面斜視図である。
【図１４】別の実施の形態に係る排水トラップの断面斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下に、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。
【００１５】
　第７図の通り、浴室１の床は浴槽パン（図示略）と洗い場パン２とによって構成され、
該浴槽パン上に浴槽３が設置されている。洗い場パン２の浴槽３側には排水枡４が設けら
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れている。該排水枡４は洗い場パン２と一体に凹み状に形成されている。この排水枡４の
上面には排水目皿５が装着されている。
【００１６】
　これらの浴槽パンの排水口及び洗い場パン２の排水枡４に対し、下側から排水トラップ
１０が連結されている。
【００１７】
　第１，２図に示すように、排水トラップ１０の長手方向の略中央の上面には、洗い場パ
ン２からの排水が排水枡４を通り流入する洗い場排水受入口１１が設けられている。排水
トラップ１０の長手方向一端側の上面には、浴槽３からの排水が流入する浴槽排水流入口
１２が設けられ、その近傍には浴槽パンからの排水が流入する浴槽パン排水流入口１３が
設けられている。
【００１８】
　また、この排水トラップ１０の他端側には、該排水トラップ１０内に流入した水が流出
する流出口３１が設けられている。この流出口３１に排水管６（第７図）が接続されてい
る。
【００１９】
　この排水トラップ１０内には、洗い場排水受入口１１の下側に受入室２０が設けられて
いる。この受入室２０は、円筒状の周壁２１によって囲まれている。周壁２１の浴槽排水
流入口１２側の上部に、受入室２０内に浴槽排水を接線方向に流入させるための導入口２
２が設けられている。この実施の形態では、導入口２２は周壁２１の周方向に延在した長
方形状となっている。なお、第１図には、この導入口２２に対し周壁２１の内周面側から
重なるフラップ弁２２ｆが示されている。（第２図では図示略。）このフラップ弁２２ｆ
を設けることにより、受入室２０からダクト部１４側への逆流が防止される。
【００２０】
　周壁２１の流出口３１側にあっては、周壁２１の下端と排水トラップ１０の底面との間
に排出口２３が設けられている。導入口２２と浴槽排水流入口１２とはダクト部１４を介
して連通している。周壁２１の流出口３１側と流出口３１との間に封水室３０が設けられ
ている。流出口３１のレベルは封水室３０の底面よりも上位となっており、封水室３０内
には流出口３１の下面レベルにまで封水が溜る。周壁２１の流出口３１側は、その下部が
この封水中に没する上下方向長さを有している。
【００２１】
　洗い場排水受入口１１にはトラップ取付フランジ３４が螺着されており、本体側の上面
部３５と該フランジ３４との間で、排水升４の底部のトラップ取付用開口の縁部をパッキ
ンを介して挟持することにより排水トラップ１０が洗い場パン２に固着される。
【００２２】
　このトラップ取付フランジ３４の内周面の凸部３６に係止させてヘアキャッチャー３７
が該トラップ取付フランジ３４に内嵌状に着脱可能に装着されている。
【００２３】
　なお、この実施の形態では、周壁２１の導入口２２の下側は着脱可能な小プレート２５
にて構成されている。この小プレート２５を外すと、受入室２０からダクト部１４内をメ
ンテナンスすることができる。
【００２４】
　第３図の通り、受入室２０の底面から導入口２２の下縁までの高さＨ１は、該底面から
ヘアキャッチャー３７の下端までの高さＨ２の５０～９０％特に７０～８０％程度である
ことが好ましい。
【００２５】
　次に、この排水トラップ１０の作動について説明する。
【００２６】
　洗い場パン２からの排水は、排水枡４及び洗い場排水受入口１１を通って受入室２０に
流入し、排出口２３、封水室３０及び流出口３１から排水管６に流出する。洗い場排水や
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浴槽排水の流出が停止すると、受入室２０及び封水室３０内には、封水が残り、この封水
に周壁２１の下端が没するので、排水管６の臭気が洗い場排水受入口１１から浴室内に逆
流することが防止される。
【００２７】
　浴槽３からの排水は、浴槽排水流入口１２及びダクト部１４を通り、導入口２２から受
入室２０内へ接線方向に流出するため、受入室２０内に旋回流が形成されるようになる。
また、この浴槽排水の流入により受入室２０内の水位が上昇し、ヘアキャッチャー３７が
旋回流に浸漬され、ヘアキャッチャー３７内の毛髪などのゴミがヘアキャッチャー３７の
中心に集められる。これにより、ゴミを摘んで捨てることができるようになる。また、ヘ
アキャッチャー３７の内外面が旋回流に浸漬されて浄化され、ヌメリ等が除去される。
【００２８】
　この実施の形態では、導入口２２が受入室２０の上部にのみ設けられており、受入室２
０内の上部、すなわち、ヘアキャッチャー３７付近に強力な旋回流が形成される。これに
より、ヘアキャッチャー３７内のゴミが効率よく中心付近に集められると共に、ヘアキャ
ッチャー３７が強力な旋回流によって洗浄される。なお、浴槽排水の水位が低いときでも
受入室の旋回流が十分に強いものとなる。
【００２９】
　また、この実施の形態では、ダクト部１４が受入室２０の略接線方向に直線状に延在し
ているので、浴槽排水が、その水勢をそがれることなく導入口２２から受入室２０内に流
入するので、これによっても受入室２０内の旋回流が強力なものとなる。
【００３０】
　この排水トラップでは、導入口２２が受入室２０内の上部に位置しているので、洗い場
から多量の水が受入室２０内に流れ込んできても、浴槽排水流入口１２側への逆流が防止
される。
【００３１】
　上記実施の形態では、導入口２２は周方向に延在した長方形状となっているが、周方向
に長い長円形状であってもよい。また、第５図に示す円形の導入口２２Ａや、第６図に示
す正方形状の導入口２２Ｂであってもよい。第５図及び第６図は第３図と同一部分の断面
図であり、その他の構成は第３図と同一である。
【００３２】
　導入口のその他の形状例について第１２図～第１４図を参照して説明する。なお、第１
２図～第１４図の排水トラップ１０’は上記排水トラップ１０と左右が逆となっているが
、導入口の形状以外の構成は排水トラップ１０と同一であり、同一符号は同一部分を示し
ている。第１２図では、導入口２２Ｃは小プレート２５の上部において一文字状の水平開
口として設けられている。第１３図及び第１４図では、この導入口２２Ｃの受入室２０側
に連なる筒状部２２ｔが設けられており、浴槽排水が受入室２０からダクト部１４側へ逆
流することを防止している。なお、第１４図では、導入口２２Ｃのダクト部１４側の縁部
２２ｒを丸みを帯びたＲ形状とし、これにより、浴槽排水の導入口２２Ｃへの流入抵抗を
減少させている。
【００３３】
　なお、上記実施の形態では、第２，３図、第５，６図の通り周壁２１の内周面とトラッ
プ取付フランジ３４の筒部内周面３４ａが同一径であり、面一状となっている。そのため
、周壁２１の内周面に沿う旋回流がフランジ３４の筒部内周面にも沿ってスムーズに旋回
する。
【００３４】
　上記実施の形態では、フランジ３４の内周面３４ａは上下方向の全体にわたって実質的
に同一径となっているが、第８図のフランジ３４Ａのように、内周面３４ａの上部が上方
ほど縮径する滑らかに湾曲したテーパ状となっていてもよい。この場合、旋回流がフラン
ジ３４Ａに沿ってスムーズにヘアキャッチャー３７に流れ込む。
【００３５】
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　フランジ３４又は３４Ａの下端と周壁２１の上端との間に隙間があくときには、第９図
のようにゴムパッキンなどよりなるスペーサ３９を介在させてもよい。
【００３６】
　第１０図のように、周壁２１の内径がフランジ３４Ｂの下部の内径よりも大きいときに
は、フランジ３４Ｂの内周面３４ａの下部を下方ほど拡径するテーパ形状とし、内周面３
４ａの下端と周壁２１の内周面との段差を小さくするのが好ましい。
【００３７】
　上記実施の形態では浴槽排水の全量が受入室２０内に流入する構成となっているが、浴
槽排水の一部は受入室２０を迂回（バイパス）して封水室３０へ流れるよう構成してもよ
い。第１１図はその一例に係る排水トラップ１０Ａを示す水平断面図であり、周壁２１の
側部に沿ってバイパス流路４０が設けられている。第１１図の排水トラップ１０Ａのその
他の構成は排水トラップ１０と同一である。なお、第１１図では、導入口２２は浴槽排水
の流れの正面に配置され、バイパス流路４０の入口は浴槽排水の流れからそれた位置に配
置されているため、浴槽排水は導入口２２の方に多く流れこむ。そのため、浴槽水位が低
いときにも排水は効率的に導入口２２から受入室２０に流れこみ、強力な旋回流となる。
【符号の説明】
【００３８】
　２　洗い場パン
　３　浴槽
　４　排水枡
　１０，１０’，１０Ａ　排水トラップ
　１１　洗い場排水受入口
　１２　浴槽排水流入口
　１３　浴槽パン排水口流入口
　１４　ダクト部
　２０　受入室
　２１　周壁
　２２，２２Ａ，２２Ｂ，２２Ｃ，２２Ｄ　導入口
　２３　排出口
　２５　小プレート
　３０　封水室
　３１　流出口
　３４，３４Ａ，３４Ｂ　フランジ
　３７　ヘアキャッチャー
　４０　バイパス流路
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